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医政発 0329 第４号 

平成 31 年３月 29 日 

都道府県知事 

各 保健所設置市長 殿 

特別区長 

 
 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 
 

「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について（通知） 

 

 

 平成 31 年度税制改正の大綱（平成 30 年 12 月 21 日閣議決定）に基づき、社会医療法人

の認定、持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行計画（以下「移

行計画」という。）の認定及び特定医療法人の承認の要件について、所要の見直しを行う

こととなりました。 

これに伴い、本年３月 29 日付けで、「医療法施行規則の一部を改正する省令」（平成

31 年厚生労働省令第 59 号。以下「改正省令」という。）が公布されるとともに、「租税

特別措置法施行令第 39 条の 25 第１項第１号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議し

て定める基準の一部を改正する件」（平成 31 年厚生労働省告示第 152 号。以下「改正特定

医療法人告示」という。）が告示されました。 

この省令等の内容は下記のとおりですので、貴職におかれてはこれを十分御了知の上、

管内市町村（特別区を含む。）を始め、関係者、関係団体等に周知をお願いいたします。 

 

記 

 

第１ 改正省令について 

１ 社会医療法人及び移行計画の認定要件として、社会保険診療等による収入金額が全

収入金額の100分の80を超えることとされているところ、当該社会保険診療等による収

入金額に、新たに次の障害福祉サービス等に係る収入金額を加えること。（改正省令に

よる改正後の医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第30条の35の３第１項第２

号ロ関係） 

 ・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第

123号）に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、

特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地

域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、基準該当療養

介護医療費及び地域生活支援事業 

 ・ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する障害児通所給付費、特例障害児通

所給付費、障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費、障害児相談支援給付

費及び特例障害児相談支援給付費 

２ その他所要の規定の整備を行うこと。 
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第２ 改正特定医療法人告示について 

  特定医療法人の承認要件として、社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の100

分の80を超えることとされているところ、当該社会保険診療等に係る収入金額に、新た

に第１と同様の障害福祉サービス等に係る収入金額を加えることとする。（改正特定医療

法人告示による改正後の租税特別措置法施行令第39条の25第１項第１号に規定する厚生

労働大臣が財務大臣と協議して定める基準（平成15年厚生労働省告示第147号）第１号イ

関係） 

 

第３ 施行期日等 

 １ 施行期日等 

   改正省令は、平成 31年４月１日から施行すること。また、改正特定医療法人告示に

ついても平成 31年４月１日から適用すること。 

 ２ 経過措置 

(1) 第１については、医療法人の平成 31年４月１日以降に始まる会計年度について適

用し、医療法人の同日前に始まる会計年度については、なお従前の例によること。（改

正省令附則第２条関係）  

(2) 第２については、医療法人の平成 31年４月１日以降に始まる事業年度について適

用し、医療法人の同日前に開始した事業年度については、なお従前の例によること。 

 

第４ 関係通知の改正 

  改正省令等の施行に伴う医療法人関係の通知の改正については、別途行うこと。 



医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
三
条

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
開
設
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
令
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
条

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
開
設
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
令
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

分
娩べ
ん

を
取
り
扱
う
助
産
所
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
医
師
（
以
下「
嘱
託
医
師
」と
い
う
。）

の
住
所
及
び
氏
名
（
当
該
医
師
に
嘱
託
し
た
旨
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。）又
は
同
条
第
二
項
の
病
院
又
は

診
療
所
の
住
所
及
び
名
称
（
当
該
病
院
又
は
診
療
所
が
診
療
科
名
中
に
産
科
又
は
産
婦
人
科
を
有
す
る
旨
の

書
類
及
び
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
嘱
託
を
行
つ
た
旨
の
書
類
を
添
付
す
る
こ

と
。）並
び
に
同
条
第
三
項
の
嘱
託
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
住
所
及
び
名
称
（
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
嘱

託
し
た
旨
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。）

五

分
娩
を
取
り
扱
う
助
産
所
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
医
師
（
以
下「
嘱
託
医
師
」と
い
う
。）

の
住
所
及
び
氏
名
（
当
該
医
師
に
嘱
託
し
た
旨
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。）又
は
同
条
第
二
項
の
病
院
又
は

診
療
所
の
住
所
及
び
名
称
（
当
該
病
院
又
は
診
療
所
が
診
療
科
名
中
に
産
科
又
は
産
婦
人
科
を
有
す
る
旨
の

書
類
及
び
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
嘱
託
を
行
つ
た
旨
の
書
類
を
添
付
す
る
こ

と
。）並
び
に
同
条
第
三
項
の
嘱
託
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
住
所
及
び
名
称
（
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
嘱

託
し
た
旨
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。）

２

（
略
）

２

（
略
）

平成年月日 金曜日 (号外特第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
九
号

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
六
号
及
び
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
四
号
）
附
則
第
十
条
の
三
第

四
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠





第
十
五
条
の
二

分
娩べ
ん

を
取
り
扱
う
助
産
所
の
開
設
者
は
、
分
娩べ
ん

時
等
の
異
常
に
対
応
す
る
た
め
、
法
第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
産
科
又
は
産
婦
人
科
を
担
当
す
る
医
師
を
嘱
託
医
師
と
し
て

定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
の
二

分
娩
を
取
り
扱
う
助
産
所
の
開
設
者
は
、
分
娩
時
等
の
異
常
に
対
応
す
る
た
め
、
法
第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
産
科
又
は
産
婦
人
科
を
担
当
す
る
医
師
を
嘱
託
医
師
と
し
て

定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
社
会
医
療
法
人
の
認
定
要
件
）

（
社
会
医
療
法
人
の
認
定
要
件
）

第
三
十
条
の
三
十
五
の
三

法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
公
的
な
運
営
に
関
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
五
の
三

法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
公
的
な
運
営
に
関
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

二

当
該
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

社
会
保
険
診
療
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規

定
す
る
社
会
保
険
診
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
収
入
金
額
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
係
る
患
者
の
診
療
報
酬
（
当
該
診
療
報
酬
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の

基
準
に
よ
つ
て
い
る
場
合
又
は
当
該
診
療
報
酬
が
少
額
（
全
収
入
金
額
の
お
お
む
ね
百
分
の
十
以
下
の
場

合
を
い
う
。）の
場
合
に
限
る
。）を
含
む
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
社
会

保
険
診
療
に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）、
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
六
条
各
号

に
掲
げ
る
健
康
増
進
事
業
実
施
者
が
行
う
同
法
第
四
条
に
規
定
す
る
健
康
増
進
事
業
（
健
康
診
査
に
係
る

も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
収
入
金
額
（
当
該
収
入
金
額
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準

に
よ
り
計
算
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
健
康

増
進
事
業
に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）、
予
防
接
種
（
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八

号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
定
期
の
予
防
接
種
等
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
予
防
接
種
を
い

う
。
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
収
入
金
額
、
助
産
（
社
会
保
険
診
療

及
び
健
康
増
進
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）に
係
る
収
入
金
額
（
一
の
分
娩べ
ん

に
係
る
助
産
に
係
る
収
入
金

額
が
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
十
万
円
を
限
度
と
す
る
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ

に
お
い
て
単
に
「
助
産
に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）、
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
係
る

収
入
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
収
入
金
額
を
除

く
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に

係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）並
び
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
第
六
条
に
規
定
す
る
介
護
給
付
費
、
特
例
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
、
特
例
訓
練
等
給
付
費
、

特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
特
例
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
地
域
相
談
支
援
給
付
費
、
特
例
地
域
相
談

支
援
給
付
費
、
計
画
相
談
支
援
給
付
費
、特
例
計
画
相
談
支
援
給
付
費
及
び
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
、

同
法
第
七
十
七
条
及
び
第
七
十
八
条
に
規
定
す
る
地
域
生
活
支
援
事
業
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
給
付
費
及
び
特
例
障
害
児
通
所
給
付
費
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定

す
る
障
害
児
入
所
給
付
費
、
同
法
第
二
十
四
条
の
七
に
規
定
す
る
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
並
び

に
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
及
び
特
例
障
害
児
相
談
支
援
給
付

費
に
係
る
収
入
金
額
（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る

収
入
金
額
」
と
い
う
。）の
合
計
額
が
、
全
収
入
金
額
の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と
。

ロ

社
会
保
険
診
療
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規

定
す
る
社
会
保
険
診
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
収
入
金
額
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
係
る
患
者
の
診
療
報
酬
（
当
該
診
療
報
酬
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の

基
準
に
よ
つ
て
い
る
場
合
又
は
当
該
診
療
報
酬
が
少
額
（
全
収
入
金
額
の
お
お
む
ね
百
分
の
十
以
下
の
場

合
を
い
う
。）の
場
合
に
限
る
。）を
含
む
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
社
会

保
険
診
療
に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）、
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
六
条
各
号

に
掲
げ
る
健
康
増
進
事
業
実
施
者
が
行
う
同
法
第
四
条
に
規
定
す
る
健
康
増
進
事
業
（
健
康
診
査
に
係
る

も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
収
入
金
額
（
当
該
収
入
金
額
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準

に
よ
り
計
算
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
健
康

増
進
事
業
に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）、
予
防
接
種
（
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八

号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
定
期
の
予
防
接
種
等
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
予
防
接
種
を
い

う
。
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
収
入
金
額
、
助
産
（
社
会
保
険
診
療

及
び
健
康
増
進
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）に
係
る
収
入
金
額
（
一
の
分
娩
に
係
る
助
産
に
係
る
収
入
金

額
が
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
十
万
円
を
限
度
と
す
る
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ

に
お
い
て
単
に
「
助
産
に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）及
び
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
係

る
収
入
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
保
険
給
付
に
係
る
収
入
金
額
を

除
く
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付

に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）の
合
計
額
が
、
全
収
入
金
額
の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と
。

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

平成年月日 金曜日 (号外特第号)官 報 



（
実
施
計
画
の
様
式
）

（
実
施
計
画
の
様
式
）

第
三
十
条
の
三
十
六
の
三

法
第
四
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
計
画
の
提
出
は
、
別
記
様
式
第
一
の

二
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
六
の
三

法
第
四
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
計
画
の
提
出
は
、
別
記
様
式
第
一
の

三
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
実
施
計
画
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
類
等
の
提
出
）

（
実
施
計
画
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
類
等
の
提
出
）

第
三
十
条
の
三
十
六
の
九

令
第
五
条
の
五
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
実
施
計
画
の
実
施
状
況
を

記
載
し
た
書
類
等
の
提
出
は
、
別
記
様
式
第
一
の
三
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
六
の
九

令
第
五
条
の
五
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
実
施
計
画
の
実
施
状
況
を

記
載
し
た
書
類
等
の
提
出
は
、
別
記
様
式
第
一
の
四
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
医
療
連
携
推
進
認
定
の
申
請
に
係
る
様
式
）

（
医
療
連
携
推
進
認
定
の
申
請
に
係
る
様
式
）

第
三
十
九
条
の
四

法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
連
携
推
進
認
定
（
以
下
単
に
「
医
療
連
携
推
進

認
定
」
と
い
う
。）の
申
請
は
、
別
記
様
式
第
一
の
四
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
十
九
条
の
四

法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
連
携
推
進
認
定
（
以
下
単
に
「
医
療
連
携
推
進

認
定
」
と
い
う
。）の
申
請
は
、
別
記
様
式
第
一
の
五
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
運
営
に
関
す
る
要
件
）

（
運
営
に
関
す
る
要
件
）

第
五
十
七
条
の
二

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
四
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
十
七
条
の
二

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
四
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

二

当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

社
会
保
険
診
療
に
係
る
収
入
金
額
、
健
康
増
進
事
業
に
係
る
収
入
金
額
、予
防
接
種
に
係
る
収
入
金
額
、

助
産
に
係
る
収
入
金
額
、
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
係
る
収
入
金
額
及
び
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
に
係
る
収
入
金
額
の
合
計
額
が
、
全
収
入
金
額
の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と
。

イ

社
会
保
険
診
療
に
係
る
収
入
金
額
、
健
康
増
進
事
業
に
係
る
収
入
金
額
、予
防
接
種
に
係
る
収
入
金
額
、

助
産
に
係
る
収
入
金
額
及
び
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
係
る
収
入
金
額
の
合
計
額
が
、
全

収
入
金
額
の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

２

前
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
遊
休
財
産
額
は
、
当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
業
務
の
た
め
に
現
に
使
用
さ
れ

て
お
ら
ず
、
か
つ
、
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
な
い
財
産
の
価
額
の
合
計
額
と
し
て
、
直
近
に

終
了
し
た
会
計
年
度
の
貸
借
対
照
表
に
計
上
す
る
当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
保
有
す
る
資
産
の
総
額
か
ら
次

に
掲
げ
る
資
産
の
う
ち
保
有
す
る
資
産
の
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
も
の
の
帳
簿
価
格
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額

に
、
純
資
産
の
額
の
資
産
の
総
額
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２

前
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
遊
休
財
産
額
は
、
当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
業
務
の
た
め
に
現
に
使
用
さ
れ

て
お
ら
ず
、
か
つ
、
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
な
い
財
産
の
価
額
の
合
計
額
と
し
て
、
直
近
に

終
了
し
た
会
計
年
度
の
貸
借
対
照
表
に
計
上
す
る
当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
保
有
す
る
資
産
の
総
額
か
ら
次

に
掲
げ
る
資
産
の
う
ち
保
有
す
る
資
産
の
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
も
の
の
帳
簿
価
格
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額

に
、
純
資
産
の
額
の
資
産
の
総
額
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
が
開
設
す
る
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
の
業
務

の
用
に
供
す
る
財
産

一

当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
が
開
設
す
る
病
院
、
診
療
所
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
の
業
務
の
用
に
供
す
る

財
産

二
〜
五

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

別
表
第
一
中
「
分
娩
取
扱
数
」
を
「
分
娩べ
ん

取
扱
数
」
に
改
め
る
。

平成年月日 金曜日 (号外特第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
三
十
五
の
三
及
び
第
五
十
七
条
の
二
の
規
定
は
、
医
療
法
人
の
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
始
ま
る
会
計
年
度
に
つ
い
て
適
用
し
、
医
療
法
人
の
同
日
前
に
始
ま
る
会

計
年
度
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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